
京都市衛生環境研究所条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２９年３月３１日 

京都市長  門 川  大 作 

京都市規則第   号 

 

   京都市衛生環境研究所条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市衛生環境研究所条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表医薬品，化粧品その他の試験又は検査の項中「の試験又は検査」を「の試験」に，

「理化学的試験又は検査」を「理化学的試験」に， 

 

定 量 

試 験 

水 分 又 は 灰 分 １ 項 目 １，４００ 

砒
ひ

素 １ 件
５，４００ 

重 金 属 １ 項 目

理 学 

的 試 

験 又 

は 検 

査 

屈 折 率
１ 件

３００ 

融 点 ４００ 

比重（ピクノメーター）又は沸点 １ 項 目 １，９００ 

 

 

定 量 

試 験 

水 分 又 は 灰 分 １ 項 目 １，４００ 

砒
ひ

素 １ 件
５，４００ 

重 金 属 １ 項 目

 

同表食品衛生又は栄養に関する試験又は検査の項中 

 

水 分 海 砂 法 
 

１，４００ 

カールフイッシャー法 ６，７００ 

 

」 

「 

」 

「 

を

に改め， 

「 

」 

を 

１０３



 

水 分  １，４００ 

 

 

水素イオン濃度又は融点  
４００ 

旋 光 度 １ 件

比重（ピクノメーター）又は沸点 １ 項 目 １，９００ 

 

 

水素イオン濃度又は融点 
 

４００ 

比重（ピクノメーター）又は沸点 １，９００ 

 

 

ビ タ ミ ン B １又 は ビ タ ミ ン B ２ 

１ 項 目
４，１００ 

ビ タ ミ ン A 又 は ビ タ ミ ン D ８，０００ 

L － リ ジ ン
１ 件

１，４００ 

ナ イ ア シ ン
２，０００ 

し ょ 糖 又 は 還 元 糖

１ 項 目
カ ル シ ウ ム ， り ん 又 は 鉄 ２，７００ 

糖 質 又 は 熱 量 ３００ 

り ん 酸 塩 ２，７００ 

 

 

ナ イ ア シ ン  ２，０００ 

カ ル シ ウ ム ， り ん 又 は 鉄
１ 項 目

２，７００ 

糖 質 又 は 熱 量 ３００ 

 

附 則 

（施行期日） 

」 
に， 

「 

」 

を 

に， 

「 

」 
「 

」 

を 

「 

」 

に改める。 

「 



１ この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に依頼があった試験又は検査に係る手数料については，なお従

前の例による。 

                    （保健福祉局保健衛生推進室衛生環境研究所） 
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